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議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名          

  （２０番 山本昭義、２１番 梅川光俊） 

 ２ 会期の決定 

  （２月１５日 １日間） 

 ３ 承認第１号 専決処分第１号の承認を求め 

         ることについて（平成１８年 

         度西予市一般会計補正予算 

         （第８号）） 

 ４ 議案第２号 西予市消防本部消防緊急通信 

         指令装置の取得について 

 ５ 議案第３号 公有水面埋立てに係る意見答 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名          

 ２ 会期の決定 

 ３ 承認第１号 専決処分第１号の承認を求め 

         ることについて（平成１８年 

         度西予市一般会計補正予算 

         （第８号）） 

 ４ 議案第２号 西予市消防本部消防緊急通信 

         指令装置の取得について 

 ５ 議案第３号 公有水面埋立てに係る意見答 

         申について（愛媛県） 

   議案第４号 公有水面埋立てに係る意見答 

         申について（西予市） 

 ６ 議案第５号 平成１８年度西予市一般会計 

         補正予算（第９号） 

 

 

  開会 午前１０時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより平成１９年第２回西予市議会臨時会

を開会いたします。 

 三好市長より今臨時会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

○三好市長 平成１９年第２回西予市議会臨時会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 ことしは記憶にないほどの暖冬で、もう雪は降

らないのかと思っておりましたが、暖冬一変２月

２日には早朝から降り出した雪が瞬く間に野山を

真っ白に包みました。子供たちは大喜びでした

が、路面や水道管が凍結し、市民の皆様もさぞか

し大変であったろうと思います。 

 その後、冬将軍はすぐ去り、２月４日には雪解

けでグラウンド状態が最悪でしたが、本市の一大

行事であります平成１９年西予市出初め式を無事

終了することができました。議員の皆様には大変

お世話になりました。 

 また、先日平成１９年度当初予算の査定を終え

たところでありますが、非常に厳しい査定となり

ました。今後は、今までのような考え方ではこの

財政難を乗り切ることは不可能に近いと再認識せ

ざるを得ませんでした。新年度以降は、さらに徹

底した事務事業評価を実施し、抜本的な見直しを

行う所存でありますので、議員の皆様の格別のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 さて、今回の臨時議会におきましては、平成１

８年度一般会計補正予算の専決処分の報告と消防

本部の消防緊急通信指令装置の取得案件外３議案

についてご審議をお願いするものであります。 

 議案の提案理由につきましては、上程の際にご

説明いたしますので、何とぞ慎重にご審議をいた

だき、ご決定賜りますようお願い申し上げまし

て、簡単でございますが、招集のごあいさつとい

たします。よろしくお願いいたします。 

○議長 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に２０番山本昭義君、２

１番梅川光俊君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は本日１日間といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は本日１日間と決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、承認第１号「専決処分

第１号の承認を求めることについて（平成１８年

度西予市一般会計補正予算（第８号））」を議題

といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 「専決処分第１号の承認を求めるこ

とについて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 この承認第１号は、平成１８年度西予市一般会

計補正予算（第８号）について、専決処分の承認

を求めるものであります。 

 西予市が誘致する四国コカ・コーラボトリング

株式会社営業所の企業地が、西予市埋蔵文化財包

蔵地である永長遺跡に当たり、試掘調査を実施し

た結果、発掘調査の実施が必要となりました。今
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回の補正は、この調査に係る今年度の調査委託料

負担及び調査要領の協議が去る１月１７日に調い

ましたところ、企業地の造成工事との関係から早

急に発掘調査に着手する必要がありましたので、

発掘調査経費について専決処分をしたものであり

ます。 

 歳出では、主に発掘調査作業員の人件費及び発

掘に係る機器リース料等で、合計２６６万４，０

００円の増額であります。 

 歳入につきましては、発掘調査の事業者負担の

原則から全額事業者からの調査委託料を雑入に計

上いたしました。これによりまして、歳入歳出予

算それぞれ２６６万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を２５７億８１１万６，０００円

となりました。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ７番沖野健三君。 

○７番沖野健三君 一言、質問といいますか、私

今回市長が専決処分したということで、これ承認

してくれということなんですが、専決処分の効力

というものは私もこの議員必携を読んでよくわか

っておるんで、議会に効力がないということはよ

くわかるんですけども、なぜ専決処分したか。よ

くあるのが、暇がなかったということではないか

と思うんですけど、市長非常に忙しいんで暇がな

いのはわかるんですが、議会としては、議員とし

ては先月も１月も１回しか議会が開けてないで

す。議員は非常に暇なんだなと思われるのも、私

らも非常に高額な報酬をもらっておるんで、でき

たら小さな問題かもしれませんが、議会を開いて

ほしいということであります。 

 そのことと１つ、また内容の点について、私も

埋蔵文化財の調査費用ということで担当部の方で

聞いたら、今回は２６０万４，０００円という金

額は四国コカ・コーラボトリングから入るという

ことを聞きました。 

 しかし、よく聞くとこの半分は企業誘致という

ことで市の方から補助が出ると。今回は補正に上

げてないけど、また年度末か次年度に補助をする

ということを聞きました。これ企業誘致でなけれ

ば、民間企業が物を建てたり造成をする場合に、

こういう埋蔵文化財というのは皆自己負担なんで

す。何で企業誘致のとこだけこういうように市が

半分、前回もあったですね、山田の造成するため

に企業誘致ということで、ロマンの里基金を取り

崩して補助するということを聞いておりますが、

あのときも私なぜ民間の企業が企業誘致というこ

とで市が補助をせないけないかと。例えば、これ

を限定して、企業はこの宇和町に来るということ

は非常に立地条件がいいから来るわけであって、

例えば減免措置をしてくれるとか、こういう補助

をしてくれるから来るというんじゃないと思うん

です。 

 だから、もう少し企業誘致だから市の補助をす

るというのであれば、例えば西予市でも広いです

から、そういう遊休地をせないけないという場所

もあると思うんです。そういうところで補助をす

るというのでわかるんですが、この宇和町非常に

立地条件もいい、高速道路も通っとるというよう

なところでなぜ市が補助をしてまで埋蔵文化財の

補助を、発掘調査費用の補助をせないけないかと

いうことも私は疑問に考える。 

 そしてもう一つは、これは関連して質問するん

ですが、この西予市には埋蔵文化財の包蔵地とい

うのが聞くところによりますと２８５カ所あるそ

うなんです。これを市民に周知するというのは広

報では１回見ました。だけども、市民は余り感心

がないんです。だから、包蔵地に例えば家を建て

る場合に、どこがチェックするかという機能も果

たしてない。もし、家を建てとって、基礎までや

ったという場合に、ここは包蔵地だから調査が要

りますというふうに教育委員会の方から来た場合

に、工事をストップしてそれで調査せないけない

んです。これは本当に迷惑な話なんです。 

 それだったら、もっと事前にここは包蔵地だ

と、だから調査しなければいけないということを

市がやっぱり周知するということが必要ではない

かと。そのためには、建物建てる場合では必ず建

築確認が出るわけです。建築確認を出すとこは建

設課なんです。だから、建設課が建築確認が出た

ら、必ずそれを教育部の埋蔵文化財を担当する部

署に、ここはどうかというようなことの横のつな

がりというものが必要じゃないかというように思

うんです。 

 基礎を打った、さあここはあんた包蔵地だから

ちょっと工事をストップしてくれというようなこ

とでは、私は行政のサービスがちょっと低下しと

るんではないかというふうに思っておりますん
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で、今後は横のつながりですか、部署の横のつな

がり、建設部と教育委員会、または教育部の方と

のつながりというものも徹底して行ってほしいと

いうことであります。 

 以上であります。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、今沖野議員の質問につい

て私のわかる範囲でお答えさせていただきます。 

 まず、基本的には３点あったと思いますが、ま

ず専決処分の問題でございますけども、地方自治

法の中の専決処分規定がありまして、あれは暇が

ないやなしに、いとまがない、時間がないという

意味でございまして暇がないという意味ではあり

ません。そういう意味でご理解をいただきたいと

思います。 

 第２番目でありますけども、企業誘致の関係

と、それに伴う埋蔵文化財地域についての市の支

援の関係でありますが、これは私どもは企業誘致

条例にのっとる対象とする企業について支援をす

るという立場を貫いております。したがって、す

べての企業を対象にするわけではありません。そ

ういう中で、企業誘致条例に対象となるようなと

予定されるようなとこについて、市が積極的に誘

致を働きかけたところについて支援しようという

ことで、今回その関係の要綱もつくってロマンの

里の範囲内で旧石城地区、中川地区、永長地区に

ついての予定地について、市が企業誘致を働きか

けたところについて支援をしようという発想で要

綱をつくらせていただいておるところでございま

す。 

 第３番目の関係でございますけれども、埋蔵地

についての各それぞれの家をつくられるときにつ

いての周知でございますけれども、これも非常に

重要な問題であります。したがいまして、横の連

絡等々基本的には十分、建築確認は県の事業でご

ざいますが、その前段で市のところに意見具申を

するというような立場にあります。そのときに埋

蔵文化財地域についてのチェックは入れておると

いうのが現実だと、このように思っております。 

 以上です。 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 沖野議員の文化財保護に伴う開

発工事の周知の件なんですけれども、先ほど言わ

れましたように西予市に２８５の包蔵地があるわ

けですけれども、その中の大部分２０９件が旧宇

和町地区内にありました。宇和町地区内の分につ

いては、それぞれ旧町時代にも周知を図っておっ

たわけですけれども、新市になりまして合併しま

した１６年５月に関係部課の担当者、担当部長、

課長が集まっていただきまして、庁舎内の関係者

への通知を図ったりしておりますし、また翌年１

７年５月にも法の改正がありました関係上、各関

係部課長の周知についてはご案内をして、先ほど

から出ておりました建築確認等の指導の折に、こ

の埋蔵文化財の指導をしていただくようにお願い

をしております。 

 それから、西予市の広報の関係なんですけれど

も、これには９月と１２月号に市民の方に周知を

させていただいております。多分２回、これ９月

と１２月に出しておるので記載の記事を見られた

方が大部分だろうと思うんですけれども、余り日

ごろ文化財の関係で直接そういったような開発行

為をされることがない方については、ただ目を通

すぐらいのことで届け出の義務とか、そういった

ようなことが読むだけで終わっておいでる方がお

いでるだろうというふうに思いますので、これか

らも年に何回かはこういったような文化財の保護

についての周知について努めていきたいというふ

うに思っておりますので、ご理解をいただいたら

と思います。 

○議長 ７番沖野健三君。 

○７番沖野健三君 わかりました。余りしつこく

は言わないんですけども、できたら財政難の折

り、特に企業誘致の限定地域というものをもう少

し狭めるとかして、また上限下限ですか、金額的

に例えば何千万円以上かかる場合は市が補助する

とか、そういうこともこれから今後検討してもら

いたいというふうに思います。 

 専決処分は、できる限り市内で会議を開いてほ

しいと、議会を開いてほしいというふうに思いま

す。 

 そういうことで再質問を終わらせていただきま

す。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 承認第１号については、会議規則第３７条第２

項の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 承認第１号の承認を求めることについて、原案

のとおり承認することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、ただいまの承認

第１号は原案のとおり承認いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第２号「西予市消

防本部消防緊急通信指令装置の取得について」を

議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 是澤消防長。 

○是澤消防本部消防長 議案第２号「消防緊急通

信指令装置の取得について」提案理由の説明を申

し上げます。 

 現在の西予市消防署と野村支所の緊急通信指令

装置は、平成７年度に導入したものであり、以来

１１年を経過し、機器の経年劣化が著しく障害が

発生した際の部品の調達が困難な状況であり、そ

の一部に故障も発生しております。また、それら

の改修についても検討を行ってきたところであり

ます。 

 このたびの消防緊急通信指令装置の購入は、西

予市消防署と野村支所の２カ所で分散受信してお

ります１１９通報を西予市消防署のみで一元的に

受信するための整備を行うとともに、今後増加が

予想される携帯電話及びＩＰ電話からの１１９番

通報について、発信地表示システムを導入して通

信体制の充実、強化を図るものであります。 

 今回の消防緊急通信指令装置の取得について

は、去る２月６日に指名競争入札を行い、株式会

社富士通ゼネラル四国支店支店長小松範行が６，

５９４万円で落札と決定し、備品購入の仮契約を

締結いたしましたので、議会の議決を求めるもの

であります。よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 ２点ばかり、ちょっと質疑

をさせていただきます。 

 今、携帯電話という分の中の位置確認という分

が出てきましたけれども、今まで携帯電話で１１

９を回しますと松山が出てました。その辺につき

ましても、西予市のこの本部の中で全部受けれる

のか、それが１点。 

 それから後で、これは関連になりますけれど

も、消防事務組合から西予市消防になって、それ

から八幡浜事務組合に加盟をして、その話し合い

をして広域消防をつくる県の指導を受けながら、

広域消防を３年をめどにまとめていこうと、そう

いう方向を話し合っていこうという方向が出てお

ったと記憶しております。その辺についての進捗

といいますか、どの辺まで行ってるのかなと。県

の指導もどの辺まで行ってるのかな、その辺もち

ょっと関連ですので、よろしければお聞かせ願っ

たらありがたいと思います。 

 以上です。 

○議長 是澤消防長。 

○是澤消防本部消防長 ２１番梅川議員さんの質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、携帯電話の１１９ですけども、現在でも

１１９番を携帯から直接局番なしでかけていただ

いても感知する無線基地によっては管外に出ます

けども、一応西予市消防本部へ直接つながるよう

になっております。宇和島へ入ったり、八幡浜へ

入ったりする場合もありますけども、そういった

場合は、それぞれの消防本部から私どもの西予市

消防本部へ転送していただくようになっておりま

す。 

 それともう一つ、今回導入します携帯１１９の

発信地システムは、今度は緯度、経度を情報とし

て提供されてそいつをコンピューターで地図上の

緯度、経度に置き直すということですので、ＧＰ

Ｓのついた携帯電話でありましたら５メーターか

ら１０メーターの範囲内で感知するということに

なっております。ただし、屋内であったり、ＧＰ

Ｓのないものについては、感知するアンテナを表

示するということになっております。 

 そういうことで携帯電話については説明を終わ

りますが、消防再編につきましては、先般八幡

浜、大洲との問題については昨年の４月ですか、



－6－ 

市長さんと同行して今後、今県が国と県で進めて

おる広域消防再編、それのめどが立つまでは現状

のままでいくという形でお願いに行っておりま

す。 

 そういうことで、消防広域再編については平成

２４年をめどに県が中心となって検討をしており

ます。 

 以上です。 

○議長 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、

会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第２号「西予市消

防本部消防緊急通信指令装置の取得について」は

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第３号「公有水面

埋立てに係る意見答申について（愛媛県）」及び

議案第４号「公有水面埋立てに係る意見答申につ

いて（西予市）」の２件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第３号「公有水面埋立てに

係る意見答申について」、議案第４号「公有水面

埋立てに係る意見答申について」一括して提案理

由のご説明を申し上げます。 

 この公有水面埋め立ては、明浜町俵津地区にお

いて、西予市と愛媛県が国道３７８号線俵津バイ

パス工事のため合併施工するものであります。 

 本議案は、愛媛県知事から本市及び愛媛県がそ

れぞれ出願した公有水面埋立免許について、公有

水面埋立法第３条第１項の規定に基づく意見聴取

があり、道路交通の円滑化、整備される係船護岸

と物揚げ護岸により、漁船の安全な係留と漁業生

産の増大及び公共用地の確保を図り、住みよい地

域環境づくりのために必要な事業であることか

ら、異議のない旨の意見を述べるに当たり、同法

第３条第４項の規定に基づき議会の議決を求める

ものであります。 

 以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ２４番宇都宮二朗君。 

○２４番宇都宮二朗君 この事業につきまして、

関連してちょっと質問をしたいと思います。 

 明浜町俵津地区にとりましては、長い間待ちに

待った工事の着工だと喜んでおるところでありま

す。 

 しかしながら、このように膨大な埋め立てをす

るほど新しく埋め立てをする場所が高くなるわけ

でございます。それに伴いまして潮の干満時ある

いは台風時の大雨によります満潮時の住宅地への

潮の逆流がありまして、町にとりまして本当に後

から大きな問題が出てこようと思っております。

このような逆流とか床上浸水とか起こるわけで

す。こういう対策も考えておられるでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 宇都宮議員の質問にお答えをい

たしたいと思います。 

 明浜町、三瓶町、同じようにそういう潮の逆流

等は台風時、それから冬期風浪時等には実際にあ

ることは事実でございます。そのために、越波等

につきましは護岸を波消しタイプの護岸にすると

かというような対策をとっておりますが、逆流し

てマンホールの方から出るような仕様につきまし

ては、今のところ現在と同じような状況にしかで

きないかと思います。その対策としては、１つは

ポンプをつけるとか、そういうような対策を今後

三瓶、明浜については考えていかないけません

し、県の方にも施工時にそういうことは検討して

いただくようにお願いをしたいというふうに思っ

ております。 
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○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 非常に私は本議会、この

議案が上程されましたことに感無量の気持ちでお

るわけでございます。 

 といいますのも、１８年前に私事でございます

けども、議員に立候補いたしましたときに私の公

約として上げたことがやっと本議会で議決をされ

そうであるということに対しまして感無量でござ

いますけども、この何年間の間にいろんな形のも

のが出ておりまして、真珠業者、養殖業者、そし

て時間が長かったもんですからその間に好、不景

気、いろんな人間の感情も入っております。そし

て、ここに至るまでの亡くなられた方、そして任

務を全うされて退官された方、いろんな形の思い

が今現在去来しているところでございますが、今

後これが完成するに当たりましては、やはり地域

の人たち、そして特にご協力いただいて漁業権を

喪失された方、またいろんな形で努力していただ

いた方と今後もコンセンサスがしっかりとれるよ

うな、そして広報、そして地域住民が先ほど宇都

宮議員が発言されましたように、今後水を抑える

形が非常に排水とか難しい問題がこれからも想定

されております。このあたりも含めまして県、

国、そして市、そして地域ともどもが、これから

また国道ができるところに対しましての誠意ある

前進であるような形の対応を望みたいと思いま

す。 

 きょうは、非常に私はこの議案が上程されまし

たことに対しまして感無量でございます。今後広

報につきましては、細心の注意を払って、ひとつ

完成までご努力をしていただきたいと、かように

思う次第でございます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 お二人の議員から、この３７８号線

俵津のバイパスについて質問なりあるいは思いを

いただいたわけでありますけども、私もこれに対

して少しだけ答えさせていただきたいと思いま

す。 

 私も市長になりまして、この問題は非常に大き

な問題であると、このような認識でやらせていた

だきました。市長になったときには、この問題は

動いておりませんでした。これを解決するのが、

私もこの今の市長としての職責の大事な役目だと

思って頑張ってきたというのが現実でございま

す。 

 そして、これに当たっては地元の議員さん、ま

た今ほど酒井議員もおっしゃられました真珠業者

の方々等々、あるいは地元の区の方々、多くの

方々のいろいろなご尽力をいただきました。ま

た、地元以外の方々のご協力もいただきました。

そして、県のご理解を最終的にはいただきまし

た。国の補助がつかない段階まで実質は来ており

ました。もう最後の最後になって決まったという

のが現実でございまして、本当にこれがきょう議

案として上程できたことに私も非常にうれしく喜

んでおります。そして、今この議案が皆さんの手

で通していただくこと、そしてこれを県の方に答

申としてお願いできるように最終的にしていただ

きたいと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号及び

議案第４号は、会議規則第３７条第２項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号及び議案第４号は原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第３

号「公有水面埋立てに係る意見答申について（愛

媛県）」及び議案第４号「公有水面埋立てに係る

意見答申について（西予市）」の２件は原案のと

おり決定いたしました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第５号「平成１８

年度西予市一般会計補正予算（第９号）」につい

てを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第５号「平成１８年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」について提案理由の

ご説明を申し上げます。 
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 本補正は、西予市社会福祉協議会本所の移転に

伴います施設改修に係る補助金を計上させていた

だくものでございます。 

 ご承知のとおり、平成１７年６月の介護保険法

の改正によりまして、包括支援センターの設置が

義務づけられました。その対応について細かく検

討調査を進めておりましたが、その中でまず課題

となりましたのが、直営方式か委託方式かのいず

れかの選択であり、また包括支援センターに従事

するスタッフの受け皿スペースの確保でありまし

た。 

 そこで、前者につきましては人件費等を考えま

すと、やはり委託方式の方が低コストで運営が図

れるものと判断し、西予市社会福祉協議会と委託

契約を締結いたしたく考えております。 

 一方、後者の施設の確保でございますが、これ

は現在の社会福祉協議会本所がＡコープ宇和店隣

の市役所庁舎第２別館に拠点施設を置いておりま

すが、この施設内に配備することは非常に手狭と

なり、業務の遂行に支障を来す懸念があります。

さらに、今後の西予市の高齢化比率等を考慮いた

しますとスタッフの数がふえることも想定しなけ

ればなりません。また、それ以外にも今後ＣＡＴ

Ｖ事業を進める中で局舎の建設も視野に入れてお

く必要があります。 

 こうしたことを総合的に勘案し、かつ今後の財

政事情を考えますと、できる限り事業費の抑制を

図るためにＣＡＴＶの局舎建設は行わないことが

懸命であると判断し、このたび社会福祉協議会本

所と包括支援センター本所を野村保健福祉センタ

ー内へ、また社会福祉協議会宇和支所と包括支援

センター支所は西予市宇和林業センター内の一部

へ移転し、その後において現在の社会福祉協議会

の施設をＣＡＴＶの局舎として利用したいと考え

ております。 

 以上のことから、宇和林業センター内の一部改

修を行うために西予市社会福祉協議会へ補助金を

交付するものでございます。これによりまして、

既決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ

３４２万円を追加して、歳入歳出予算の総額を２

５７億１，１５３万６，０００円と定めるもので

ございます。よろしくご審議を賜り、ご決定をい

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 補正予算につきまして

は、私は何ら質問するわけでございませんけれど

も、今この予算についての提案をされました計画

をそのまま我々議会の中で予算を認めるというこ

とは、全部計画を全員協議会で説明があった分と

多少ちょっと違うかなっていうようなとこも、感

じるとこがあるんですけれども、全部今提案理由

がありました件は、そのまま事業を行って議会も

認めたという形の解釈でよろしいんかどうかをお

尋ねします。 

 再度質問させていただきます。 

 先ほど、これこれこういう理由で予算を立てる

という前段でありました本所位置の問題、社会福

祉協議会並びに機構改革、そういうことにかかわ

る分も議会の議決は要らないでしょうけれども、

議会の承認みたいなものを求めたという解釈でよ

ろしいんでしょうかと、こういうことでございま

す。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの予算の前段にかかわる社会

福祉協議会の本所、支所の関係については、ここ

の私どもの市として議決等々行う問題ではありま

せん。いわゆる社会福祉協議会の次回評議委員会

の問題でございまして、そこにいわゆる団体とし

ての法人格と意思決定権がありまして、ここで求

める問題ではございません。 

 以上でございます。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 もう一点ございますが、

ＣＡＴＶの局本部をつくる考えはないということ

に対しても、それで議決権ではないので、そうい

う計画で進むということを確認いたしたいんです

が、それでよろしゅうございますか。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 あくまでも、これは計画でございま

して、今の財政事情を勘案しながら計画として持

っておるという認識をいただいたらと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長 ２番松山清君。 

○２番松山清君 ただいま市長の説明で、社会福

祉協議会が林業センターの方へ行くということで

ありますが、この林業センターの方について私は

どういうようなコンセンサスがとれているのかと
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いうことについてお伺いしたいと思うわけであり

ます。 

 林業について、今後まだ振興も図っていかなく

ちゃいけないし、それを活用した林業施策もいろ

いろとあると思うんですけど、それを縮小すると

いうような印象を持つわけでございますが、今後

また西予市のそういったものをやっていく中で、

そういった対案とか、そういったものはどういう

ふうに市長は考えておるのかお伺いいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 あそこの林業センターを見ていただ

いたらおわかりのとおり、もともと食糧事務所が

あったところでございまして、食糧事務所のとこ

ろを市が旧町時代に買ったというところでござい

ます。市の所有でございます。森林組合の方にお

貸しをしておるというのが現状でありますし、そ

の隣に林業の研修センターがあります。そこも事

業としてつくっておる、そこも今あいておりま

す。だから、広い土地の中に今活用されておるの

が、中に入られておるのが４人だけです。したが

って、非常にあいております。だから、私どもと

しては、そういうもろもろのことを総合的に勘案

をして、市の今の中で有効的に利用できるところ

をお願いをして向こうとのお話をしておるという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、

会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第５号「平成１８

年度西予市一般会計補正予算（第９号）」は原案

のとおり決定いたしました。 

 以上で本臨時会の日程は終了いたしました。 

 これをもって平成１９年第２回西予市議会臨時

会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

  閉会 午前１０時５０分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成１９年第２回西予市議会臨時会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

承認第１号 
専決処分第１号の承認を求めることについて（平成

１８年度西予市一般会計補正予算（第８号）） 
19.２.15 原案承認 

議案第２号 
西予市消防本部消防緊急通信指令装置の取得につい

て 
19.２.15 原案可決 

議案第３号 公有水面埋立てに係る意見答申について（愛媛県） 19.２.15 原案可決 

議案第４号 公有水面埋立てに係る意見答申について（西予市） 19.２.15 原案可決 

議案第５号 平成１８年度西予市一般会計補正予算（第９号） 19.２.15 原案可決 

 


